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コード番号 ７．３．１ 業務名 独自調達ソフトウェア

事 例 所属独自に調達したソフトウェアを廃棄・返却するときの申請

項 目 手 続 留 意 点

①申請 手順１
情報化推進リーダーは「ライセンス媒体

廃棄申請書兼報告書」を作成し、情報セキ
ュリティ管理者（所属長）の決裁を受ける。

手順２ ラ イ セ ン ス 媒 体 等 を 廃 棄 す る 際
情報化推進リーダーは、各部局の情報 は、申請前に、対象ソフ トウ ェアが

化推進員に「ライセンス媒体廃棄申請書兼 インストールされている全てのハー
報告書」を提出する。 ド ウ ェ ア か ら 対 象 ソ フ トウ ェ ア を 削

除しなければならない。 （ソフトウェ
手順３ ア の 削 除 手 続 き は コ ー ド 番 号 ６ ．
情報 化 推進 員 は部 局 内を取り ま とめ 、 １、６．２参照）

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責 任 者 （ 各 部 局 の 次 長
等 ）の決裁を受け、毎月２０日までに翌月
分をソフトウェア資産管理担当者（情報政
策課担当者）に 「ライセンス媒体廃棄申請
書兼報告書」を提出する。

②許可 情報政策課内部作業 廃棄する際は、 Ｃ Ｄのみでな く 、
箱及び説明書等の媒体、全てを廃

手順１ 棄する。
ソフトウェア資産管理担当者（情報政策

課担当者）は各部局の情報化推進員に許 ２ ０ 日 ま で に 情 報 化 推 進 員 か ら
可書を送付する。 の提出がない場合、廃棄は翌々月

となるので注意。
手順２
情報化推進員は、ソフトウェア資産管理 申請書等は電子データで申請す

担当者（情報政策課担当者）から届いた許 る。
可書を情報セキュリティ責任者（各部局の
次長等）に供覧し、申請所属へ送付する。 コード番号７．３．２につづく

【宮崎県ソフトウェア資産管理基準】
７ 対象資産の導入等に関する情報の把握

資産管理者は、対象資産の導入・更新・削除・廃棄・転用がある場合には適時、適切に把握できる手順を作成し、対象範囲に
周知徹底しなければならない。

【宮崎県ソフトウェア資産管理手順書】
９ 対象資産の廃棄・返却手続き
（４）ライセンス媒体及び複製物の廃棄（独自調達ソフトウェア）

① 廃棄時の手続き
ア 事前削除

セキュリティ管理者等は、ライセンス媒体及び複製物を廃棄する場合には、廃棄申請前に、導入されている廃棄対象ソフトウェ
アを全て削除しなければならない。

イ 廃棄申請
セキュリティ管理者等は、ライセンス媒体及び複製物を廃棄する場合には、「ライセンス媒体廃棄申請書兼報告書」に必要事項

を記入し、副統括責任者の承認を得なければならない。
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廃棄とは、使用しなくなったライセン

ス媒体を、他の物の手に渡らないよ

う、適切に処分することを指す。
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コード番号 ７．３．２ 業務名 独自調達ソフトウェア

事 例 所属独自に調達したソフトウェアの廃棄・返却

項 目 手 続 留 意 点

③廃棄 手順１ コード番号７．３．１のつづき
情報化推進リーダーは、ライセンス媒体

等の廃棄承認後、速やかに職員等にライ
センス媒体等の廃棄を指示する。

手順２
情報化推進リーダーは、廃棄が適切に 廃 棄 の 際 は 、 媒 体 を 破 壊 する こ

実施されたことを確認する。 と 。 （ 他で 使 いま わさ れる こ とが 懸
念されるため）

コード番号７．３．３につづく

【宮崎県ソフトウェア資産管理基準】
７ 対象資産の導入等に関する情報の把握

資産管理者は、対象資産の導入・更新・削除・廃棄・転用がある場合には適時、適切に把握できる手順を作成し、対象範囲に
周知徹底しなければならない。

【宮崎県ソフトウェア資産管理手順書】
９ 対象資産の廃棄・返却手続き
（４）ライセンス媒体及び複製物の廃棄（独自調達ソフトウェア）

② 廃棄の実施及び確認
ライセンス媒体及び複製物の廃棄は、セキュリティ管理者等が実施する。
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廃棄とは、使用しなくなったライセン

ス媒体を、他の物の手に渡らないよ

う、適切に処分することを指す。
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コード番号 ７．３．３ 業務名 独自調達ソフトウェア

事 例 所属独自に調達したソフトウェアを廃棄・返却したときの記録

項 目 手 続 留 意 点

④記録 手順１ コード番号７．３．２のつづき
情報化推進リーダーは、廃棄を

確認後、 「ライセンス管理台帳」及 ○ライセンス媒体貸出簿について
び 「 ラ イ セ ン ス 媒 体 管 理 台 帳 」 の 廃棄日は和暦で記入
記載情報を更新する。 （例：平成２２年１２月１２日）

廃棄確認者はフルネームで記入
手順２
情 報 化 推 進 リ ー ダ ー は 、 「 ラ イ 管理台帳の変更箇所は赤文字で記入。

セ ン ス 媒 体 貸 出 管 理 簿 」 に ソ フ ト
ウェアを削除した旨記入する。

コード番号７．３．４につづく

【宮崎県ソフトウェア資産管理基準】
７ 対象資産の導入等に関する情報の把握

資産管理者は、対象資産の導入・更新・削除・廃棄・転用がある場合には適時、適切に把握できる手順を作成し、対象範囲に
周知徹底しなければならない。

【宮崎県ソフトウェア資産管理手順書】
９ 対象資産の廃棄・返却手続き
（４）ライセンス媒体及び複製物の廃棄（独自調達ソフトウェア）

② 廃棄の実施及び確認
ライセンス媒体及び複製物の廃棄は、セキュリティ管理者等が実施する。

（５）記録
④ 独自調達ソフトウェア

セキュリティ管理者等は、「ライセンス媒体廃棄申請書兼報告書」で廃棄の承認を受領し、実際に廃棄を確認次第、「ライセンス管理台
帳」及び「ライセンス媒体管理台帳」の記載情報を更新し、併せて「ライセンス媒体貸出管理簿」に削除した旨を記入しなければならな
い。
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管理台帳の更新後、情報政策課管理のデータベースに反

映するため、台帳の写しの提出が必要。
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コード番号 ７．３．４ 業務名 独自調達ソフトウェア

事 例 所属独自に調達したソフトウェアを廃棄・返却したときの報告

項 目 手 続 留 意 点

⑤報告 手順１ コード番号７．３．３のつづき
情報化推進リーダーは実施後、直ちに

「ライセンス媒体廃棄申請書兼報告書」を 廃棄後、速やかに情報化推進員
作成し、 「 ライセンス管理台帳」及び 「ライ に報告書を提出すること。
センス媒体管理台帳」とともに情報セキュ
リティ管理者（所属長）の決裁を受ける。

手順２
情報化推進リーダーは「ライセンス媒体

廃棄申請書兼報告書」、及び、「ライセンス
管理台帳」と 「ライセンス媒体管理台帳」の
写しを情報化推進員に提出する

手順３
情報 化 推進 員 は部 局 内を取り ま とめ 、

情 報 セ キ ュ リ テ ィ 責 任 者 （ 各 部 局 の 次 長
等 ）に供覧し 、 ソ フ トウ ェア資産管理担当
者 （情報政策課担当者 ）に 「 ラ イセンス媒
体廃棄申請書兼報告書 」 、及び 、 「 ラ イセ
ンス管理台帳 」 と 「 ラ イセンス媒体管理台
帳」の写しを提出する。

⑥ デ ー タ 情報政策課内部作業 「ライセンス管理台帳」及び「ライ
ベ ー ス へ センス媒体管理台帳 」の記載内容
の反映 ソフトウェア資産管理担当者（情報政策 に不備があった場合は、修正指示

課担当者 ）は、前月分を毎月１０日までに をすることあり。
「データベース」に反映する。

【宮崎県ソフトウェア資産管理基準】
７ 対象資産の導入等に関する情報の把握

資産管理者は、対象資産の導入・更新・削除・廃棄・転用がある場合には適時、適切に把握できる手順を作成し、対象範囲に
周知徹底しなければならない。

【宮崎県ソフトウェア資産管理手順書】
４ 管理台帳及び管理台帳マスターデータ（以下、「管理台帳等」という。）の管理
（２）管理台帳の利用

② 管理台帳の更新方法
セキュリティ管理者等は、自らの責任範囲の管理台帳を更新（登録、修正、削除をいう。）し、管理台帳の写しを資産管理

者に提出しなければならない。
資産管理者は内容を確認し確認の結果不備が発見された場合には、記録したセキュリティ管理者等に指示し、速やかに修正

させなければならない。
提出された管理台帳の写しの内容が適正であれば、資産管理者は、その内容を管理台帳マスターデータに毎月１回更新しなけ

ればならない。
９ 対象資産の廃棄・返却手続き
（４）ライセンス媒体及び複製物の廃棄（独自調達ソフトウェア）

② 廃棄の実施及び確認
ライセンス媒体及び複製物の廃棄は、セキュリティ管理者等が実施する。
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